
平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 玉名市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：学校法人熊本城北学園 九州看護福祉大学 

委託内容：市民後見人養成のための研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

研修の名称  「玉名市市民後見人養成研修」 

 

研修対象者  ・市内在住者及び近隣市町在住者 

       ・20歳以上70歳未満の者 

       ・成年後見制度及び高齢者や障がい者に対する福祉活動 

        に理解と熱意があり、心身ともに健康な方 

       ・原則として全課程を履修できる方 

 

研修カリキュラム 

       ・成年後見に関する講義、演習等 合計60時間を予定 

          「成年後見制度各論」「社会保障制度」 

          「高齢者・認知症」「生活保護制度」「成年後見の 

           実務」「演習」 等  々

       ・研修会場：九州看護福祉大学（３１４） 

 

講師     ・大学、市、社会福祉協議会、弁護士、司法書士等 

 

 

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

 

 

 

 

１０月 九州福祉看護大学と業務契約締結 

１１月 募集要項策定、カリキュラム作成、募集、 

１２月～３月  １５日間 ６０時間の講義を予定 

12/1開講式/市民後見養成と大学/成年後見制度と市民後見人 

12/7ヘルスプロモーション/高齢者施策･虐待防止 

1214高齢者･認知症の理解/障がい者施策 

12/21障がい者の理解と支援/予防医学(認知症)  

他成年後見人各論､演習など 3/29の修了式まで15日間60時間 
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別添 


